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「
福

井
労

働
局

 1
4

次
防

」 （
注

）
の

ポ
イ

ン
ト

〇
計

画
の

ね
ら

い

①
　

死
亡

災
害

の
根

絶
に

向
け

、
14

次
防

期
間

中
の

死
亡

者
数

の
合

計
を

35
人

以
下

（
※

１
）

と
す

る
。

②
　

死
傷

災
害

に
つ

い
て

、
近

年
の

増
加

傾
向

に
歯

止
め

を
か

け
、

20
22

年
（

92
5人

）
と

比
較

し
て

、
20

27
年

の
死

傷
者

数
を

 　
減

少
さ

せ
る

（
※

２
）

。

計
画

期
間

：
令

和
５

年
（

2
0

2
3年

）
４

月
１

日
～

令
和

1
0年

（
2

0
2
8年

）
３

月
3

1日

　
厳

し
い

経
営

環
境

等
様

々
な

事
情

に
つ

い
て

、
そ

れ
ら

を
や

む
を

得
な

い
と

せ
ず

、
安

全
衛

生
対

策
に

取
り

組
む

こ
と

が
、

事
業

者
に

と
っ

て
経

営
や

人
材

確
保

・
育

成
の

観
点

か
ら

も
プ

ラ
ス

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

事
業

者
に

よ
る

安
全

衛
生

対
策

の
促

進
と

社
会

的
に

評
価

さ
れ

る
環

境
の

整
備

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
「

労
働

者
一

人
一

人
が

安
全

で
健

康
に

働
く

こ
と

が
で

き
る

職
場

環
境

の
実

現
」

を
目

指
し

ま
す

。

〇
計

画
の

目
標

〇
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
　

（
→

 P
３

～
参

照
）

　
労

働
者

の
協

力
の

下
、

事
業

者
に

お
い

て
実

施
さ

れ
る

重
点

事
項

に
係

る
取

組
の

成
果

を
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
と

し
て

定
め

る
。

〇
ア

ウ
ト

カ
ム

指
標

　
　

（
→

 P
３

～
参

照
）

　
事

業
者

が
、

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

に
定

め
る

事
項

を
実

施
し

た
結

果
と

し
て

期
待

さ
れ

る
事

項
を

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標
と

し
て

定
め

る
。

〇
こ

れ
ら

指
標

の
達

成
を

目
指

す
こ

と
に

よ
り

期
待

す
る

結
果

※
１

　
20

22
年

の
死

亡
者

10
人

を
基

点
と

し
、

毎
年

１
人

ず
つ

減
少

を
図

る
こ

と
を

想
定

し
た

合
計

人
数

　
　

 （
14

次
防

期
間

中
：

９
+

８
+

７
+

６
+

５
＝

35
人

）
※

２
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

り
患

に
よ

る
も

の
を

除
い

た
件

数
で

の
比

較
。

～
  事

業
者

・
労

働
者

等
の

関
係

者
・

労
働

局
・

労
働

基
準

監
督

署
　

が
取

り
組

む
計

画
  ～

（
注

）
「

第
14

次
 福

井
労

働
局

 労
働

災
害

防
止

推
進

計
画

」
の

略
称

で
す

。

福
井

労
働

局
14

次
防

の
詳

細
は

こ
ち

ら

1

1
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（
  ☆

  ）
労

働
者

（
中

高
年

齢
の

女
性

を
中

心
に

）
の

作
業

行
動

に
起

因
す

る
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

・
中
高
年
齢
の
女
性
労
働
者
に
多
い
転
倒
災
害
の
発
生
状
況
の
周
知
や
第
三
次
産
業
の
業
界
の
実
態
に
即
し
た
基
本
的
労
働
災
害
防
止
対
策
の
啓
発
ツ
ー
ル
等
が
厚
生
労
働
省
よ

　
り
示
さ
れ
た
際
に
は
、
周
知
・
啓
発
を
行
う
。

・
介
護
職
員
の
身
体
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
介
護
技
術
（
ノ
ー
リ
フ
ト
ケ
ア
）
等
の
腰
痛
の
予
防
対
策
の
普
及
を
図
る
。

・
労
働
災
害
の
防
止
に
積
極
的
に
取
組
む
県
内
事
業
場
の
ほ
か
、
福
井
県
、
関
係
団
体
等
を
構
成
員
と
し
て
設
置
し
た
「
福
井
県
小
売
業
SA
FE
協
議
会
」
及
び
「
福
井
県
介
護

　
施
設
SA
FE
協
議
会
」
の
運
営
を
通
じ
て
、
小
売
業
及
び
介
護
施
設
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
対
す
る
機
運
の
醸
成
を
図
る
。
　
等
　

労
働

者
の

健
康

確
保

対
策

の
推

進
（

  ☆
  ）

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
過
重
労
働
対
策
・
産
業
保
健
活
動
の
推
進
を
図
る
。
　
等

〇
重

点
事

項
ご

と
の

具
体

的
取

組
の

ポ
イ

ン
ト

 高
年

齢
労

働
者

の
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

・
「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
に
基
づ
く
対
策
の
促
進
を
図
る
。
　
等
　

（
  ☆

  ）

（
  ☆

  ）
多

様
な

働
き

方
へ

の
対

応
や

外
国

人
労

働
者

等
の

労
働

災
害

防
止

対
策

の
推

進

・
外
国
人
向
け
の
安
全
衛
生
教
育
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
危
険
箇
所
の
標
識
・
掲
示
を
推
奨
し
、
作
業
の
危
険
性
の
理
解
向
上
と
不
安
全
行
動
の
防
止
を
図
る
。
　
等

（
  ☆

  ）
業

種
別

の
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

・
建
設
業
に
つ
い
て
は
、
墜
落
・
転
落
災
害
の
防
止
の
取
り
組
み
に
あ
わ
せ
て
、
墜
落
・
転
落
災
害
の
防
止
に
関
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
取
り
組
む
。

・
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
は
さ
ま
れ
・
巻
き
込
ま
れ
な
ど
に
よ
る
危
険
性
の
高
い
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
製
造
者
、
使
用
者
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施

　
し
、
安
全
な
使
用
の
徹
底
を
図
る
。

・
陸
上
貨
物
運
送
業
等
の
事
業
場
（
荷
主
と
な
る
事
業
場
を
含
む
）
に
対
し
て
、
「
荷
役
作
業
に
お
け
る
安
全
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
徹
底
を
図
る
。

・
「
伐
木
等
作
業
の
安
全
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
、
「
林
業
の
作
業
現
場
に
お
け
る
緊
急
連
絡
体
制
の
整
備
等
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
に
つ
い
て
、
労
働
者
へ
の
周
知
や
理
解

　
の
促
進
を
図
る
。
　
等

個
人

事
業

者
等

に
対

す
る

安
全

衛
生

対
策

の
推

進

・
請
負
人
や
同
じ
場
所
で
作
業
を
行
う
労
働
者
以
外
の
方
に
対
し
て
も
、
労
働
者
と
同
等
の
保
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
事
業
者
に
義
務
付
け
る
こ
と
と
す
る
内
容
に
改
正
さ
れ

　
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
改
正
省
令
に
基
づ
き
、
関
係
請
負
人
等
に
対
し
て
も
、
労
働
者
と
同
等
の
保
護
措
置
を
講
じ
る
。
　
等

自
発

的
に

安
全

衛
生

対
策

に
取

り
組

む
た

め
の

意
識

啓
発

・
安
全
衛
生
対
策
に
取
り
組
む
事
業
者
が
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
環
境
整
備
を
図
る
（
安
全
衛
生
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
る
経
営
や
人
材
確
保
・
育
成
の
観
点
か
ら
の
実
利
的
な

　
メ
リ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
周
知
）
。

・
労
働
安
全
衛
生
に
お
け
る
D
Xの

推
進
を
図
る
（
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
等
の
新
技
術
の
有
効
性
が
厚
生
労
働
省
よ
り
示
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
周
知
・
啓
発
）
。
　
等

☆
印
は
重
点
事
項
の
う
ち
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
を
定
め
た
も
の
。
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ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標

（
ア
）

労
働

者
（

中
高

年
齢

の
女

性
を

中
心

に
）

の
作

業
行

動
に

起
因

す
る

労
働

災
害

防
止

対
策

の
推

進
・
転
倒
災
害
対
策
（
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
の
対
策
）
に
取
り
組
む
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上

　
と
す
る
。

・
卸
売
業
・
小
売
業
及
び
医
療
・
福
祉
の
事
業
場
に
お
け
る
正
社
員
以
外
の
労
働
者
へ
の
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
率
を

　
20
27
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
転
倒
の
年
齢
層
別
死
傷
年
千
人
率
（
50
歳
～
59
歳

　
：
男
性
0.
58
6％

　
女
性
1.
10
3％

　
等
（
詳
細
版
参
照
））
を
20
27
年

　
ま
で
に
男
女
と
も
そ
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
。

・
転
倒
に
よ
る
平
均
休
業
見
込
日
数
を
20
27
年
ま
で
に
40
日
以
下
と
す
る
。

・
卸
売
業
・
小
売
業
及
び
医
療
・
福
祉
の
事
業
場
に
お
け
る
正
社
員
以
外
の
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
率
を
20
27
年
ま
で

　
に
80
％
以
上
と
す
る
。
（
再
掲
）

・
介
護
・
看
護
作
業
に
お
い
て
、
ノ
ー
リ
フ
ト
ケ
ア
を
導
入
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
23
年
と
比
較
し
て
20
27
年

　
ま
で
に
増
加
さ
せ
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
腰
痛
の
死
傷
年
千
人
率
を

　
20
22
年
（
0.
23
3％

）
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に
減
少
さ
せ
る
。

（
イ
）

高
年

齢
労

働
者

の
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

・
「
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
衛
生
確
保
の

　
取
組
を
実
施
す
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
60
歳
代
以
上
の
死
傷
年
千
人
率
（
1.
83
6％

）
を

　
20
27
年
ま
で
に
男
女
と
も
そ
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
。

〇
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
と

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標

原
子

力
発

電
所

等
に

対
す

る
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

化
学

物
質

等
に

よ
る

健
康

障
害

防
止

対
策

の
推

進
（

  ☆
  ）

・
新
た
な
化
学
物
質
規
制
の
導
入
に
伴
う
「
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
４
年
厚
生
労
働
省
令
第
91
号
）
」
等
の
関
係
省
令
、
告
示
等
に
つ
い
て
関

　
係
者
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
。

・
石
綿
、
粉
じ
ん
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進
を
図
る
。

・
熱
中
症
、
騒
音
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進
を
図
る
。

・
電
離
放
射
線
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進
を
図
る
。
　
等

・
放
射
線
防
止
対
策
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
令
和
３
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
に
基
づ
き
、
適
正
な
被
ば
く
線
量
の
管
理
等
の
徹
底
を
図
る
。

・
原
子
力
施
設
に
お
け
る
新
規
制
基
準
対
応
工
事
等
に
お
け
る
労
働
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
原
子
力
施
設
全
体
の
安
全
衛
生
管
理
体
制
を
確
立
し
、
す
べ
て
の
関
係
請
負
人

　
を
含
め
た
安
全
衛
生
対
策
の
徹
底
を
図
る
。
　
等

（
ウ
）

多
様

な
働

き
方

へ
の

対
応

や
外

国
人

労
働

者
等

の
労

働
災

害
防

止
対

策
の

推
進

・
母
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
教
材
や
視
聴
覚
教
材
を
用
い
る
等
外
国
人
労
働
者
に
分
か
り
や
す
い
方
法
で
労
働
災
害
防
止
の

　
教
育
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

・
外
国
人
労
働
者
の
死
傷
年
千
人
率
（
0.
00
5％

）
を
20
27
年
ま
で
に
労
働

　
者
全
体
の
平
均
以
下
と
す
る
。

3

3



（
オ

）
労
働
者
の
健
康
確
保
対
策
の
推
進

・
週

労
働

時
間

40
時

間
以

上
で

あ
る

雇
用

者
の

う
ち

、
週

労
働

時
間

60
時

間
　

以
上

の
雇

用
者

の
割

合
を

20
25

年
ま

で
に

５
％

以
下

と
す

る
。

・
自

分
の

仕
事

や
職

業
生

活
に

関
す

る
こ

と
で

強
い

不
安

、
悩

み
又

は
ス

ト
　

レ
ス

が
あ

る
と

す
る

労
働

者
の

割
合

を
20

27
年

ま
で

に
50

％
未

満
と

す
る

。

（
指

標
は

立
て

ず
）

労
働

者
の

健
康

障
害

全
般

の
予

防
に

つ
な

が
り

、
健

康
　

診
断

有
所

見
率

等
が

改
善

す
る

こ
と

を
期

待

（
カ

）
化
学
物
質
等
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進

・
化

学
物

質
の

性
状

に
関

連
の

強
い

死
傷

災
害

（
有

害
物

等
と

の
接

触
、

爆
　

発
又

は
火

災
に

よ
る

も
の

）
の

件
数

を
第

13
次

労
働

災
害

防
止

計
画

期
間

　
（

14
人

）
と

比
較

し
て

、
５

％
（

1人
）

以
上

減
少

さ
せ

る
。

・
増

加
が

見
込

ま
れ

る
熱

中
症

に
よ

る
死

亡
者

数
の

増
加

率
※
を

第
13

次
労

　
働

災
害

防
止

計
画

期
間

と
比

較
し

て
減

少
さ

せ
る

（
14

次
防

期
間

中
の

　
死

亡
者

数
を

0人
と

す
る

）
。

※
当

期
計

画
期

間
中

の
総

数
を

前
期

の
同

計
画

期
間

中
の

総
数

で
除

し
た

も
の

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

（
エ

）
業
種
別
の
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

・
建

設
業

に
お

け
る

死
亡

者
数

を
20

22
年

（
３

人
）

と
比

較
し

て
20

27
年

　
ま

で
に

15
％

（
１

人
）

以
上

減
少

さ
せ

る
。

・
製

造
業

に
お

け
る

機
械

に
よ

る
「

は
さ

ま
れ

・
巻

き
込

ま
れ

」
の

死
傷

者
　

数
を

20
22

年
（

48
人

）
と

比
較

し
て

20
27

年
ま

で
に

５
％

（
3人

）
以

上
　

減
少

さ
せ

る
。

・
陸

上
貨

物
運

送
事

業
に

お
け

る
死

傷
者

数
を

20
22

年
（

10
5人

）
と

比
較

　
し

て
20

27
年

ま
で

に
５

％
（

6人
）

以
上

減
少

さ
せ

る
。

・
林

業
に

お
け

る
死

亡
者

数
を

、
伐

木
作

業
の

災
害

防
止

を
重

点
と

し
つ

つ
、

　
労

働
災

害
の

大
幅

な
削

減
に

向
け

て
取

り
組

み
、

20
22

年
（

0人
）

と
　

比
較

し
て

20
27

年
ま

で
に

15
％

以
上

減
少

さ
せ

る
（

0人
と

す
る

）
。

（
R5

年
5月

 改
訂

）

・
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

率
を

20
25

年
ま

で
に

70
％

以
上

と
す

る
。

・
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

を
導

入
し

て
い

る
企

業
の

割
合

を
20

25
年

ま
で

に
15

％
以

上
と

す
る

。
・

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
に

取
り

組
む

事
業

場
の

割
合

を
20

27
年

ま
で

に
80

％
以

上
と

す
る

・
使

用
す

る
労

働
者

数
50

人
未

満
の

小
規

模
事

業
場

に
お

け
る

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

実
施

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
に

　
50

％
以

上
と

す
る

。
・

各
事

業
場

に
お

い
て

必
要

な
産

業
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

事
業

場
の

割
合

を
20

27
年

ま
で

に
80

％
以

上
　

と
す

る

・
（

労
働

安
全

衛
生

）
法

第
57

条
及

び
第

57
条

の
２

に
基

づ
く

ラ
ベ

ル
表

示
・

Ｓ
Ｄ

Ｓ
の

交
付

の
義

務
対

象
と

な
っ

て
　

い
な

い
が

、
危

険
性

又
は

有
害

性
が

把
握

さ
れ

て
い

る
化

学
物

質
に

つ
い

て
、

ラ
ベ

ル
表

示
、

Ｓ
Ｄ

Ｓ
の

交
付

を
行

　
っ

て
い

る
事

業
場

の
割

合
を

20
25

年
ま

で
に

そ
れ

ぞ
れ

80
％

以
上

と
す

る
。

・
法

第
57

条
の

３
に

基
づ

く
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
実

施
の

義
務

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
が

、
危

険
性

又
は

有
害

性
　

が
把

握
さ

れ
て

い
る

化
学

物
質

に
つ

い
て

、
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

っ
て

い
る

事
業

場
の

割
合

を
20

25
年

ま
で

　
に

80
％

以
上

と
す

る
と

と
も

に
、

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
結

果
に

基
づ

い
て

、
労

働
者

の
危

険
又

は
健

康
障

害
を

防
　

止
す

る
た

め
必

要
な

措
置

を
実

施
し

て
い

る
事

業
場

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
に

80
％

以
上

と
す

る
。

・
熱

中
症

災
害

防
止

の
た

め
に

暑
さ

指
数

を
把

握
し

活
用

し
て

い
る

事
業

場
の

割
合

を
20

23
年

と
比

較
し

て
20

27
年

　
ま

で
に

増
加

さ
せ

る
。

・
墜

落
・

転
落

災
害

の
防

止
に

関
す

る
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
取

り
組

む
建

設
業

の
事

業
場

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
　

に
85

％
以

上
と

す
る

。

・
機

械
に

よ
る

「
は

さ
ま

れ
・

巻
き

込
ま

れ
」

防
止

対
策

に
取

り
組

む
製

造
業

の
事

業
場

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
に

　
60

％
以

上
と

す
る

。

・
「

陸
上

貨
物

運
送

事
業

に
お

け
る

荷
役

作
業

の
安

全
対

策
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

に
基

づ
く

措
置

を
実

施
す

る
陸

上
貨

物
　

運
送

業
等

の
事

業
場

（
荷

主
と

な
る

事
業

場
を

含
む

。
）

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
に

45
％

以
上

と
す

る
。

・
「

チ
ェ

ー
ン

ソ
ー

に
よ

る
伐

木
等

作
業

の
安

全
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

に
基

づ
く

措
置

を
実

施
す

る
林

業
の

事
　

業
場

の
割

合
を

20
27

年
ま

で
に

50
％

以
上

と
す

る
。

4
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（1）概況

5

② 死傷者946人（コロナ感染除く）を業種別にみると…
第三次産業 464人 （令和６年比 97人増、 26.4％増）
　商業  157人 （　　同 35人増、 28.7％増）
　保健衛生業 118人 （　　同 3人減、 2.5％減）
　接客娯楽業 71人 （　　同 37人増、　　  108.8％増）
製造業  223人 （　　同 50人増、 28.9％増）
建設業  120人 （　　同 1人増、 0.8％増）
道路貨物運送業 100人 （　　同 10人増、 11.1％増）
などとなり、第三次産業、製造業、道路貨物運送業で大幅増加が認められました。

① 福井県における令和７年の労働災害は…

休業４日以上の死傷者数は955人（前年比96人増、11.2％増）、新型コロナウイルス感染症によるもの（以下
「コロナ感染」という。）を除くと946人（前年比159人増、20.2％増）となっています。
死亡者数は、１人（前年比４人減（過去最少））となっています。

③ 死傷者946人を事故の型別にみると…

「転倒」が279人（前年比11.1％増）、「墜落・転落」が161人（同17.3%増）、「はさまれ・巻き込ま
れ」が97人（同10.3%増）、「動作の反動・無理な動作」が107人（同29.9％増）となっています。

④ 死傷者946人を業種別・事故の型別にみると…

　製造業では、「はさまれ・巻き込まれ」が53人（製造業全体に占める割合23.8％、特に、一般動力機械に
よるものが多い）と最も多く、次いで「転倒」が52人（23.3％）となっています。
　建設業では、「墜落・転倒」が49人（建設業全体に占める割合40.8％）となっています。特に、はしごや
屋根等からの墜落・転落が多く発生しています。
　道路貨物運送業では、「墜落・転落」が33人（道路貨物運送事業全体に占める割合33.0％）となっていま
す。特に、トラックの荷台などからの墜落・転落が多く発生しています。
　第三次産業では、「転倒」191人（第三次産業全体に占める割合41.2％が最も多く、次いで「動作の反動・
無理な動作」が62人（同13.4％）となっています。
　そのうち、商業では、「転倒」63人（商業全体に占める割合40.1％）、「動作の反動・無理な動作」が22人
（同14.0％）となっています。
　また、保健衛生業では、「転倒」48人（保健衛生業全体に占める割合40.1％）、「動作の反動・無理な動
作」が26人（同22.0％）となっています。

⑤ 死亡者１人を業種別にみると…
建設業　１人となっています。（統計が残っている範囲で、過去最少となっています）

令和７年 福井県内の労働災害発生状況2



（2）令和７年労働災害発生状況（確定値）
署

年

業　種

福井署 敦賀署 武生署 大野署 合計 前年比
（コロナ感染含む）令和７年 令和６年 令和７年 令和６年 令和７年 令和６年 令和７年 令和６年 令和７年 令和６年

死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率

合             計 560 1 464 136 1 147 1 183 3 175 76 73 1 955 5 859 -4 96 11.2%

製
　
　
造
　
　
業

食料品製造 18 18 6 1 5 4 4 1 28 1 28 -1
繊維工業 16 13 2 1 2 6 3 25 18 7 38.9%
衣服その他の繊維 12 4 1 1 1 13 6 7 116.7%
木材・木製品 2 4 3 1 5 3 1 11 8 3 37.5%
家具・装備品 3 2 2 1 1 1 6 4 2 50.0%
パルプ等 5 1 3 1 5 2 1 14 4 10 250.0%
印刷・製本 2 2 1 2 3 -1 -33.3%
化学工業 14 11 2 3 7 6 4 27 20 7 35.0%
窯業土石 3 6 1 1 1 4 8 -4 -50.0%
鉄鋼業 1 2 1 1 1 4 -3 -75.0%
非鉄金属 2 1 1 3 1 2 200.0%
金属製品 12 15 8 3 1 1 21 19 2 10.5%
一般機械器具 13 8 6 9 19 17 2 11.8%
電気機械器具 5 4 3 11 11 16 18 -2 -11.1%
輸送機械製造 2 2 1 7 9 3 6 200.0%
電気・ガス 1 1 1
その他の製造 12 8 4 3 5 1 2 23 12 11 91.7%

小          計 122 98 23 1 20 61 47 17 8 223 1 173 -1 50 28.9%
鉱                 業 2 1 3 -3 -100.0%

建
　
設
　
業

土木工事 17 13 7 9 6 1 7 7 8 37 1 37 -1
建築工事 23 36 9 11 1 10 1 11 6 3 1 48 1 61 -13 -21.3%
　うち木造家屋建築 3 11 2 3 1 1 2 2 8 17 -9 -52.9%
その他の建設 18 8 11 7 3 3 3 3 35 21 14 66.7%

小            計 58 57 27 27 1 19 2 21 16 14 1 120 2 119 -1 1 0.8%

運
輸
交
通
業

鉄道等 1 1 1 1 1 2 3 -1 -33.3%
道路旅客 4 1 1 5 1 4 400.0%
道路貨物運送 68 1 52 18 18 13 17 1 3 100 1 90 -1 10 11.1%
その他の運輸交通

小          計 72 1 54 20 19 14 18 1 3 107 1 94 -1 13 13.8%

貨
物
取
扱    

陸上貨物
港湾運送業 1 1 1

小          計 1 1 1

農
林
業

農業 4 6 3 2 2 1 3 3 12 12
林業 4 6 3 3 4 3 3 2 14 14

小          計 8 12 6 5 6 4 6 5 26 26
畜  産  ･  水  産  業 3 1 1 3 1 1 5 5

第
　
三
　
次
　
産
　
業
　
※

商業 105 76 15 17 33 24 4 5 157 122 35 28.7%
　うち小売業 75 53 9 12 24 23 3 4 111 92 19 20.7%
金融広告業 4 1 2 1 2 1 1 6 6
映画・演劇業
通信業 10 7 1 2 2 1 13 10 3 30.0%
教育研究 5 1 2 2 3 1 2 1 12 5 7 140.0%
保健衛生業 67 91 16 32 24 38 20 32 127 193 -66 -34.2%
　うち社会福祉施設 43 51 13 24 14 30 13 8 83 113 -30 -26.5%
接客娯楽業 48 22 10 4 8 7 5 1 71 34 37 108.8%
　うち飲食店 18 12 6 2 6 5 30 19 11 57.9%
清掃・と畜 24 18 8 5 6 1 6 2 2 40 1 31 -1 9 29.0%
　うちビルメンテナンス業 13 6 6 4 1 1 2 20 13 7 53.8%
官公署 1 1 1
その他の事業 33 24 6 8 5 5 2 1 46 38 8 21.1%

小          計 297 240 58 72 82 1 84 36 43 473 1 439 -1 34 7.7%
（注）「休業」は休業 4 日以上の死傷者数    「死亡」は死亡者数で「休業」の内数
※第三次産業には運輸交通業及び貨物取扱業は含んでいません。

福井労働局
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（3）令和７年労働災害発生状況（確定値）

年

業　種

合計（コロナ感染含む） 前年比
（コロナ感染含む）

合計（コロナ感染含まず） 前年比
（コロナ感染含まず）令和７年 令和６年 令和７年 令和６年

死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 増減率

合             計 1 955 5 859 -4 96 11.2% 1 946 5 787 -4 159 20.2%

製
　
　
造
　
　
業

食料品製造 28 1 28 -1 28 1 28 -1
繊維工業 25 18 7 38.9% 25 18 7 38.9%
衣服その他の繊維 13 6 7 116.7% 13 6 7 116.7%
木材・木製品 11 8 3 37.5% 11 8 3 37.5%
家具・装備品 6 4 2 50.0% 6 4 2 50.0%
パルプ等 14 4 10 250.0% 14 4 10 250.0%
印刷・製本 2 3 -1 -33.3% 2 3 -1 -33.3%
化学工業 27 20 7 35.0% 27 20 7 35.0%
窯業土石 4 8 -4 -50.0% 4 8 -4 -50.0%
鉄鋼業 1 4 -3 -75.0% 1 4 -3 -75.0%
非鉄金属 3 1 2 200.0% 3 1 2 200.0%
金属製品 21 19 2 10.5% 21 19 2 10.5%
一般機械器具 19 17 2 11.8% 19 17 2 11.8%
電気機械器具 16 18 -2 -11.1% 16 18 -2 -11.1%
輸送機械製造 9 3 6 200.0% 9 3 6 200.0%
電気・ガス 1 1 1 1
その他の製造 23 12 11 91.7% 23 12 11 91.7%

小          計 223 1 173 -1 50 28.9% 223 1 173 -1 50 28.9%
鉱                 業 3 -3 -100.0% 3 -3 -100.0%

建
　
設
　
業

土木工事 37 1 37 -1 37 1 37 -1
建築工事 1 48 1 61 -13 -21.3% 1 48 1 61 -13 -21.3%
　うち木造家屋建築 8 17 -9 -52.9% 8 17 -9 -52.9%
その他の建設 35 21 14 66.7% 35 21 14 66.7%

小            計 1 120 2 119 -1 1 0.8% 1 120 2 119 -1 1 0.8%

運
輸
交
通
業

鉄道等 2 3 -1 -33.3% 2 3 -1 -33.3%
道路旅客 5 1 4 400.0% 5 1 4 400.0%
道路貨物運送 100 1 90 -1 10 11.1% 100 1 90 -1 10 11.1%
その他の運輸交通

小          計 107 1 94 -1 13 13.8% 107 1 94 -1 13 13.8%

貨
物
取
扱    

陸上貨物
港湾運送業 1 1 1 1

小          計 1 1 1 1

農
林
業

農業 12 12 12 12
林業 14 14 14 14

小          計 26 26 26 26
畜  産  ･  水  産  業 5 5 5 5

第
　
三
　
次
　
産
　
業
　
※

商業 157 122 35 28.7% 157 122 35 28.7%
　うち小売業 111 92 19 20.7% 111 92 19 20.7%
金融広告業 6 6 6 6
映画・演劇業
通信業 13 10 3 30.0% 13 10 3 30.0%
教育研究 12 5 7 140.0% 12 5 7 140.0%
保健衛生業 127 193 -66 -34.2% 118 121 -3 -2.5%
　うち社会福祉施設 83 113 -30 -26.5% 82 89 -7 -7.9%
接客娯楽業 71 34 37 108.8% 71 34 37 108.8%
　うち飲食店 30 19 11 57.9% 30 19 11 57.9%
清掃・と畜 40 1 31 -1 9 29.0% 40 1 31 -1 9 29.0%
　うちビルメンテナンス業 20 13 7 53.8% 20 13 7 53.8%
官公署 1 1 1 1
その他の事業 46 38 8 21.1% 46 38 8 21.1%

小          計 473 1 439 -1 34 7.7% 464 1 367 -1 97 26.4%
（注）「休業」は休業 4 日以上の死傷者数    「死亡」は死亡者数で「休業」の内数
※第三次産業には運輸交通業及び貨物取扱業は含んでいません。

福井労働局
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（4）令和７年死亡災害発生状況（確定値）
番号 発生月 業種 事故の型 起因物 年代 職種 発生状況

１ ２月 建築工事業 墜落・転落 脚立 60代 作業員
工場建築現場において、高窓のガラスの取り付け作業中に、
脚立から別の脚立に移ろうとしたところ、脚立が転倒し、床
に頭部を強打した。

（令和７年　確定値　なお、前年の死亡者５人）

←
チェックリストは
こちらをご覧ください

詳しくは
こちらをご覧ください
↓
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（5）死傷者数・死亡者数の推移
① 全産業における休業4日以上の死傷者数 ・ 死亡者数の推移

② 主要な業種別の休業4日以上の死傷者数の推移（コロナ感染除く）
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0
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（人）

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 765432

死傷者数（左目盛）（コロナ感染含む）
死傷者数（左目盛）（コロナ感染除く）
死亡者数（右目盛）
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1,3051,325
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第三次産業
製造業
建設業
道路貨物運送業
林業

2 3 4 5 6

261 260 288
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（7）令和７年 事故の型別労働災害発生割合

全産業

製造業 建設業

道路貨物運送業 第三次産業

転倒
279人（29.5%）

墜落・転落
161人（17.0%）

激突
60人（6.3%）

その他
114人（12.1%）

動作の反動・
無理な動作

107人（11.3%）

飛来・落下
39人（4.1%）

交通事故
38人（4.0%）

切れ･こすれ
51人（5.4%）

はさまれ・
巻き込まれ
97人（10.3%）

はさまれ・
巻き込まれ
53人（23.8%）

転倒
52人（23.3%）

その他
19人（8.5%）

墜落・転落
21人（9.4%）

墜落・転落
49人（40.8%）

はさまれ・
巻き込まれ
11人（9.2%）

その他
14人（11.7%）

転倒
11人（9.2%）

切れ･こすれ
10人（8.3%）

激突
6人（5.0%）

墜落・転落
33人（33.0%）

はさまれ・
巻き込まれ
10人（10.0%）

激突
10人（10.0%）

動作の反動・
無理な動作
15人（15.0%）

交通事故
5人（5.0%）

転倒
191人（41.2%）

墜落・転落
53人（11.4%）

その他
49人（10.6%）

動作の反動・無理な動作
62人（13.4%）

交通事故
26人（5.6%）

はさまれ・
巻き込まれ
16人（3.4%）

合計
946人

合計
223人

合計
120人

合計
100人

合計
464人

飛来・落下
16人（7.2%）

切れ･こすれ
20人（9.0%）

激突
12人（5.4%）

動作の反動・
無理な動作
24人（10.8%）

高温・低温の
物との接触
6人（2.7%）

激突され
7人（5.8%）

転倒
22人（22.0%）

飛来・落下
3人（3.0%）

激突
30人（6.5%）

飛来・落下
8人（6.7%）

動作の反動・
無理な動作
4人（3.3%）

激突され
2人（2.0%）

高温・低温の
物との接触
17人（3.7%）

激突され
20人（4.3%）
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（8）令和７年 起因物別労働災害発生割合

全産業

製造業 建設業

道路貨物運送業 第三次産業

仮設物、建築物、
構築物等

276人（29.2%）

用具
41人（4.3%）

動力運搬機
86人（9.1%）

一般動力機械
97人（10.3%）

合計
946人

材料
35人（3.7%）

人力機械工具等
43人（4.5%）

起因物なし
160人（16.9%）

その他
64人

（6.8%）

仮設物、建築物、
構築物等
35人（15.7%）

一般動力機械
42人（18.8%）

その他
33人（14.8%） その他

26人（21.7%）

合計
223人

合計
120人

合計
100人

合計
464人

動力運搬機
19人（8.5%）

材料
9人（4.0%）

動力運搬機
33人（33.0%）

金属加工用機械
14人（6.3%）

人力機械工具等
11人（4.9%）

仮設物、建築物、
構築物等
28人（23.3%）

用具
19人（15.8%）

材料
15人（12.5%） 動力クレーン等

3人（2.5%）

動力運搬機
11人（9.2%）

建設機械等
12人（10.0%）

仮設物、建築物、
構築物等
157人（33.8%）

その他
106人（22.9%）

その他
10人（10.0%）

乗物
37人（8.0%）

動力運搬機
17人（3.7%）

人力機械工具等
22人（4.7%）

仮設物、建築物、
構築物等
19人（19.0%）

起因物なし
17人（17.0%）

用具
15人（3.2%）

環境等
93人（9.8%）

起因物なし
34人（15.3%）

起因物なし
101人（21.8%）

乗物
51人（5.4%）

木材加工用機械
9人（4.0%）

用具
5人（2.3%）

環境等
12人（5.4%）

木材加工用機械
6人（5.0%）

荷
5人（5.0%）

人力機械工具等
4人（4.0%）

乗物
5人（5.0%）

用具
7人（7.0%）

材料
9人（1.9%）

　製造業の中で最も災害が多いのは食料品製造業で、次いで化学工業、繊維工業となっています。
　事故の型別では、転倒災害が最も多く、次いで、はさまれ・巻き込まれ災害となっています。はさまれ・
巻き込まれ災害の半数以上が、稼働中の機械に手を入れたことによる災害です。
　起因物別では、一般動力機械が最も多く、次いで起因物なし（腰痛等）、動力運搬機となっています。

はさまれ・巻き込まれ災害のうち
稼働中の機械による災害発生割合

その他の災害
76.2％

54.7％

68％ 63％16％

8％

9％

4％

19％

8％
4％

1％

はさまれ・巻き込まれ災害
23.8％

その内、稼働中の機械に手
を入れたことによる災害 
54.7％

製造業の業種別災害発生割合

食料品製造業
13%

化学工業
12%

金属製品製造業
9%

繊維工業 11%

電気機械器具
製造業　7%

木材・木製品
製造業　11%

その他
26%

一般機械器具製造業
9%

一般動力機械
27%

その他
25%

人力運搬機
3%

10歳代  0.5%

その他の装置、
設備  4%

金属材料
2%

起因物なし
15%

はしご等  1%

その他の用具
2%

起因物別（小分類）災害発生割合

年齢別災害発生割合

20歳代
15.7%

30歳代
21.5%

40歳代
16.1%

50歳代
22.9%

60歳代
16.6%

※事故の型別災害発生割合については、P11 に掲載
　起因物別の災害発生割合は、P12 の中分類のものを小分類に表記したもの。

〈参考〉転倒災害の業種別災害発生割合 高年齢労働者の業種別災害発生割合

第三次産業

製造業

道路貨物運送業

建設業

その他

第三次産業

製造業

建設業

道路貨物運送業

その他

窯業土石製造業
2%

金属材料、
木材等  7%

起因物なし
7%

通路　6%

動力運搬機
8%

階段、桟橋
4%

高温・低温
環境  3%

70歳代
6.7%
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（9）令和7年 製造業における労働災害発生状況

　製造業の中で最も災害が多いのは食料品製造業で、次いで化学工業、繊維工業となっています。
　事故の型別では、転倒災害が最も多く、次いで、はさまれ・巻き込まれ災害となっています。はさまれ・
巻き込まれ災害の半数以上が、稼働中の機械に手を入れたことによる災害です。
　起因物別では、一般動力機械が最も多く、次いで起因物なし（腰痛等）、動力運搬機となっています。

はさまれ・巻き込まれ災害のうち
稼働中の機械による災害発生割合

その他の災害
76.2％

54.7％

68％ 63％16％

8％

9％

4％

19％

8％
4％

1％

はさまれ・巻き込まれ災害
23.8％

その内、稼働中の機械に手
を入れたことによる災害 
54.7％

製造業の業種別災害発生割合

食料品製造業
13%

化学工業
12%

金属製品製造業
9%

繊維工業 11%

電気機械器具
製造業　7%

木材・木製品
製造業　11%

その他
26%

一般機械器具製造業
9%

一般動力機械
27%

その他
25%

人力運搬機
3%

10歳代  0.5%

その他の装置、
設備  4%

金属材料
2%

起因物なし
15%

はしご等  1%

その他の用具
2%

起因物別（小分類）災害発生割合

年齢別災害発生割合

20歳代
15.7%

30歳代
21.5%

40歳代
16.1%

50歳代
22.9%

60歳代
16.6%

※事故の型別災害発生割合については、P11 に掲載
　起因物別の災害発生割合は、P12 の中分類のものを小分類に表記したもの。

〈参考〉転倒災害の業種別災害発生割合 高年齢労働者の業種別災害発生割合

第三次産業

製造業

道路貨物運送業

建設業

その他

第三次産業

製造業

建設業

道路貨物運送業

その他

窯業土石製造業
2%

金属材料、
木材等  7%

起因物なし
7%

通路　6%

動力運搬機
8%

階段、桟橋
4%

高温・低温
環境  3%

70歳代
6.7%
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（10）令和7年 建設業における労働災害発生状況

　建設業の災害は、起因物別では、「 はしご等」、「トラック」、「階段、桟橋」、「屋根・はり・もや・けた・合掌」
による災害が多く発生しています。
　事故の型別では、墜落・転落災害が最も多く発生しており、「はしご」、「はり・もや・けた・合掌」、「トラック等」
が起因物となっています。
　また、発注者別では民間工事、が半数を占めています。「その他」には土場整理作業が含まれ、土場での
災害も多く発生しています。
　

起因物別（小分類）災害発生割合 発注者別災害発生割合

その他
48%

はしご等
13%

その他の仮設物、
建築物、構築物等
8%

屋根、はり、
もや、けた、
合掌  4%

国（独立行政
法人含む）　 

3%

県・市町
13%

10歳代  2%

20歳代
18%

30歳代
14%

40歳代
17%

50歳代
26%

60歳代
23%

民間
51%

その他
33%

墜落災害の起因物別（小分類）発生割合 年齢別災害発生割合
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※事故の型別災害発生割合については、P11 に掲載
　起因物別の災害発生割合は、P12 の中分類のものを小分類に表したもの。
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①第三次産業における死傷者数の推移はどうなっていますか。
 休業4日以上の死傷者数は955人（前年比96人増）、うち第三次産業は464人（前年比97人増）です。

②第三次産業で死傷災害が多い業種は何ですか。
　「商業」、「保健衛生業」、「接客娯楽業」、「清掃・と畜業」で８割以上を占めています。

③割合が多い商業や保健衛生業では、どんな業種で死傷災害が多いのですか。
　「商業」の中では、小売業が約７割を占めています。
　「保健衛生業」では、社会福祉施設が約７割を占めています。

この表における「第三次産業」とは、労働基準法の別表 1による業種区分から、製造業（電気･ガス･水道業、物の加工･修理業を含む。）、鉱業、
建設業、運輸交通業、貨物取扱業、農林業、畜産･水産業を除いたすべての業種を指す。　※全産業に占める第三次産業の割合

業種別

商業 保健衛生業

15%9%10%29%37%

37% 15%11%11%26%

16%8%10%31%35%

16%9%9%33%33%

17%9%15%25%34%

商業 接客娯楽業保健衛生業 清掃・と畜業 その他

令和 5年

令和 6年

令和 3年

令和 4年

令和 7年

小売業

卸売業

その他の商業

全業種 第三次産業 割合※

955

352 351
289

343 305
350 351

465
380 401 395 424 455

367

39% 41% 38%
41% 39%

42% 43% 45% 42%
45% 46% 46%

49% 47%

900 865
759

831
779

834 817
899 885 866

925 920
787

464

49%

社会福祉施設

病院・診療所など
医療保健業
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（11）第三次産業における労働災害発生状況
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①第三次産業における死傷者数の推移はどうなっていますか。
 休業4日以上の死傷者数は955人（前年比96人増）、うち第三次産業は464人（前年比97人増）です。

②第三次産業で死傷災害が多い業種は何ですか。
　「商業」、「保健衛生業」、「接客娯楽業」、「清掃・と畜業」で８割以上を占めています。

③割合が多い商業や保健衛生業では、どんな業種で死傷災害が多いのですか。
　「商業」の中では、小売業が約７割を占めています。
　「保健衛生業」では、社会福祉施設が約７割を占めています。

この表における「第三次産業」とは、労働基準法の別表 1による業種区分から、製造業（電気･ガス･水道業、物の加工･修理業を含む。）、鉱業、
建設業、運輸交通業、貨物取扱業、農林業、畜産･水産業を除いたすべての業種を指す。　※全産業に占める第三次産業の割合

業種別

商業 保健衛生業

15%9%10%29%37%

37% 15%11%11%26%

16%8%10%31%35%
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352 351
289

343 305
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465
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367

39% 41% 38%
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④「接客娯楽業」や「清掃・と畜業」とは、どんな業種ですか。
　「接客娯楽業」とは、旅館、飲食店、接客業又は娯楽の事業のことですが、旅館業と飲食店で８割以上を占めて
います。その他の接客娯楽業には、ゴルフ場やパチンコ店など遊技場が含まれます。
　「清掃・と畜業」とは、焼却、清掃又はと畜場の事業のことですが、ビルメンテナンス業と産業廃棄物処理業で
６割以上を占めています。その他の清掃・と畜業とは、ごみ収集運搬業や死亡獣畜取扱業が含まれます。

⑤ 第三次産業では、どんな死傷災害が多いのですか。

接客娯楽業 清掃・と畜業

42.3%

39.4%

18.3%

22.5%

50.0%

27.5%

飲食業

旅館業

その他の接客
娯楽業

ビルメンテナンス業

産業廃棄物処理業

その他の廃棄物処理業

「転倒」が約半数を占めています。
「動作の反動・無理な動作」は、荷等を持ち上げ腰痛となったものや足に負荷がかかり肉離れになったもの等
が含まれます。
脚立や椅子などからバランスを崩して落ちるといった「墜落・転落」による死傷災害も発生しています。

⑥第三次産業では、何が死傷災害の原因となっていますか。
「仮設物・建築物」が起因物となる死傷災害が、約半分を占めています。
「仮設物・建築物」には、通路、階段、足場、溝などが含まれます。

事故の型
墜落・転落転倒

激突
激突され

はさまれ・
巻き込まれ

切れ・
こすれ交通事故

動作の反動・
無理な動作 その他

起因物

42% 8% 14% 4% 12% 4%

1%

15%

44% 5% 11% 4% 5% 4%

1%

26%

43% 8% 6% 8% 3% 7%

1%

24%

動力機械乗物
物上げ装置
運搬機械

人力機械工具
・用具仮設物・建築物 物質・材料 荷 その他

44% 6% 13% 3% 4% 2% 25%3%

41% 10% 10% 4% 4% 2% 27%2%

10%7%8%10%50%

45% 9%7%11%12%

7%11%11%14%45%

9%8%9%14%44%

10%

6%

6%

3%

2%

4%11%

5%

6%

6%

7%

6%

4%

4%

3%

7%

4%11%13%41%

令和 5年

令和 6年

令和 3年

令和 4年

令和 7年

令和 5年

令和 6年

令和 3年

令和 4年

令和 7年

道路貨物運送業の荷役作業災害発生割合

その他の災害
発生要因
36.4％

荷役災害63.6％

荷役災害のうち、
荷台からの墜落・
転落災害　
27.3％ 　道路貨物運送業では、荷役作業における

トラック荷台からの墜落・転落災害が例年
多く発生しています。
　令和７年は、荷役災害が全体の63.6％
を占め、その内墜落・転落災害が27.3％
を占めています。
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（12）令和 7 年 道路貨物運送業における労働災害発生状況

（14）交通労働災害の発生状況（全業種）

（13）冬季特有の労働災害発生状況（全業種）

R2.12-R3.2 R3.12-R4.2 R4.12-R5.2 R5.12-R6.2 R6.12-R7.2

冬季特有災害 49 52 70 23 51

うち転倒災害 36 39 57 17 40

12–2月の福井市の
平均気温（日最低） 1.5℃ 0.7℃ 1.4℃ 2.5℃ 1.5℃

※冬季特有災害とは、冬季における積雪、凍結等に起因して発生する労働災害のことです。

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

交通労働災害による
死亡災害発生件数 4 1 3 1 0

死傷災害 令和６年 令和７年 増減

全産業 36 36 0

道路貨物運送業 8 4 － 4

道路旅客運送業 0 1 1

建設業 1 3 2

小売業 6 8 2

社会福祉施設 5 2 － 3

通信業 3 4 1

④「接客娯楽業」や「清掃・と畜業」とは、どんな業種ですか。
　「接客娯楽業」とは、旅館、飲食店、接客業又は娯楽の事業のことですが、旅館業と飲食店で８割以上を占めて
います。その他の接客娯楽業には、ゴルフ場やパチンコ店など遊技場が含まれます。
　「清掃・と畜業」とは、焼却、清掃又はと畜場の事業のことですが、ビルメンテナンス業と産業廃棄物処理業で
６割以上を占めています。その他の清掃・と畜業とは、ごみ収集運搬業や死亡獣畜取扱業が含まれます。

⑤ 第三次産業では、どんな死傷災害が多いのですか。
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「転倒」が約半数を占めています。
「動作の反動・無理な動作」は、荷等を持ち上げ腰痛となったものや足に負荷がかかり肉離れになったもの等
が含まれます。
脚立や椅子などからバランスを崩して落ちるといった「墜落・転落」による死傷災害も発生しています。
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27.3％ 　道路貨物運送業では、荷役作業における

トラック荷台からの墜落・転落災害が例年
多く発生しています。
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を占め、その内墜落・転落災害が27.3％
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（15）転倒災害発生状況（全業種）

（18）経験３年以内の労働災害発生状況（全業種）

（16）はさまれ・巻き込まれ災害
 発生状況（全業種）

（17）外国人労働者の労働災害
 発生状況（全業種）
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（19）高年齢労働者の労働災害発生状況（全業種）
 ※厚生労働省が策定した、エイジフレンドリー指針では60歳以上を高年齢労働者としています。

70

60

50

40

30

20

（％）

平成30年 令和７年令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

① 高年齢労働者の労働災害発生状況
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② 高年齢労働者の業種別労働災害発生状況

令和 7 年災害発生割合

第三次産業 製造業 建設業 運輸業 それ以外の業種

平成30 令和元 765432

第三次産業
64%

製造業
16%

建設業
8%

運輸業
9%

それ以外の業種
3%
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転倒
45%

その他
8%

墜落・転落
14%

動作の反動・
無理な動作

11%

はさまれ・
巻き込まれ

6%

③ 令和７年  高年齢労働者の事故の型別災害発生割合

激突・激突され
9%

切れ・こすれ
3%

交通事故  4%

　高年齢労働者の災害は３割を超えており、
50歳代も加えると全体の６割を占めています。
　業種別では、第三次産業が最も多く高年齢
労働者災害の約６割を占めています。
　事故の型別では、「転倒」が約半数を占めて
います。
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%

そ
の
他
の
転
び
方

1
3
.8
%

不
明

1
.7
%

「
つ

ま
ず

き
」

等
に

よ
る

転
倒

災
害

の
原

因
と

対
策

「
滑

り
」

に
よ

る
転

倒
災

害
の

原
因

と
対

策

凍
結

し
た

通
路

等
で

滑
っ

て
転

倒
（

2
5

％
）

従
業

員
用

通
路

の
除

雪
・

融
雪
。
凍
結
し
や
す
い
箇
所
に
は
融
雪
マ
ッ
ト
等
を
設
置
す
る
（
★
）

作
業

場
や

通
路

に
こ

ぼ
れ

て
い

た
水

、
洗

剤
、

油
等

に
よ

り
滑

っ
て

転
倒

（
1

9
％

）
水

、
洗

剤
、

油
等

が
こ

ぼ
れ

て
い

る
こ

と
の

な
い

状
態

を
維

持
す

る
。

（
清

掃
中

エ
リ

ア
の

立
入

禁
止

、
清

掃
後

乾
い

た
状

態
を

確
認

し
て

か
ら

の
開

放
の

徹
底

）

水
場

（
食

品
加

工
場

等
）

で
滑

っ
て

転
倒

（
1

6
％

）
滑
り
に
く
い
履
き
物
の
使
用
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
5
5
8
条
）

防
滑

床
材

・
防

滑
グ

レ
ー

チ
ン

グ
等

の
導

入
、

摩
耗

し
て

い
る

場
合

は
再

施
工
（
★
）

隣
接

エ
リ

ア
ま

で
濡

れ
な

い
よ

う
処

置

雨
で

濡
れ

た
通

路
等

で
滑

っ
て

転
倒

（
1

5
％

）
雨
天
時
に

滑
り

や
す

い
敷

地
内

の
場

所
を

確
認
し
、
防
滑
処
置
等
の
対
策
を
行
う

作
業

場
・

通
路

に
放

置
さ

れ
た

物
に

つ
ま

ず
い

て
転

倒
（

1
6

％
）

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
等
も
含
め
た

整
理

、
整

頓
（
物
を
置
く
場
所
の
指
定
）

の
徹

底

通
路

等
の

凹
凸

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒

（
1

0
％

）
敷
地
内
（
特
に
従
業
員
用
通
路
）
の

凹
凸

、
陥

没
穴

等
（

ご
く

わ
ず

か
な

も
の

で
も

危
険

）
を

確
認

し
、

解
消

作
業

場
や

通
路

以
外

の
障

害
物

（
車

止
め

等
）

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒
（
８
％
）

適
切

な
通

路
の

設
定

敷
地

内
駐

車
場

の
車

止
め

の
「

見
え

る
化

」

作
業

場
や

通
路

の
設

備
、

什
器

、
家

具
に

足
を

引
っ

か
け

て
転

倒
（
８
％
）

設
備

、
什

器
等

の
角

の
「

見
え

る
化

」

転
倒

災
害

の
発

生
状

況
（

休
業

４
日

以
上

、
令

和
３

年
）

転
倒

時
の

類
型

主
な

原
因

と
対

策

＜
そ
の
他
の
転
び
方
＞

•
他
人
と
ぶ
つ
か
っ
た
・
ぶ
つ
か
ら
れ
た

•
台
車
の
操
作
を
失
敗
し
た

•
他
人
、
動
物
等
を
避
け
よ
う
と
し
て
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
た

•
服
が
引
っ
か
か
っ
た

•
坂
道
等
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

•
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

•
靴
紐
を
踏
ん
だ

•
風
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

移
動
中

7
4
%

作
業
中

2
6
%

（
R
５
）

3
3

,6
7

2
 

2
5
,0
0
0

2
7
,5
0
0

3
0
,0
0
0

3
2
,5
0
0

3
5
,0
0
0

H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
R
1

R
2

R
3

（
人
）

6
0

歳
以

上
女

性

2
8

%

5
0

代
女

性

1
9

%
6

0
歳

以
上

男
性

1
5

%

5
0

代
男

性

1
0
%

4
0
代
男
性

8
%

4
0
代
女
性

7
%

4
7

％

性
別

・
年

齢
別

内
訳

転
倒

災
害

発
生

件
数

の
推

移

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署

(な
し
)

作
業

場
や

通
路

の
コ

ー
ド

な
ど

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒
（
7
％
）

※
引
き
回
し
た
労
働
者
が
自
ら
つ
ま
ず
く
ケ
ー
ス
も
多
い

転
倒
原
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
電
気
コ
ー
ド
等
の
引
き
回
し
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
、

労
働
者
に
遵
守
を
徹
底
さ
せ
る

労
働

者
の

転
倒

災
害

（
業

務
中

の
転

倒
に

よ
る

重
傷

）
を

防
止

し
ま

し
ょ

う

5
0

歳
以

上
を

中
心

に
、

転
倒

に
よ

る
骨

折
等

の
労

働
災

害
が

増
加

し
続

け
て

い
ま

す

事
業

者
は

労
働

者
の

転
倒

災
害

防
止

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

転
倒

リ
ス

ク
・

骨
折

リ
ス

ク

中
央
労
働
災
害

防
止
協
会

転
倒
予
防
セ
ミ
ナ
ー

職
場
３
分

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

何
も

な
い

と
こ

ろ
で

つ
ま

ず
い

て
転

倒
、

足
が

も
つ

れ
て

転
倒

（
2

7
％

）

転
倒

や
怪

我
を

し
に

く
い

身
体

づ
く

り
の

た
め

の
運

動
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

導
入
（
★
）

転
倒

災
害

に
よ

る
平

均
休

業
日

数
（
※
労
働
者
死
傷

病
報
告
に
よ
る
休
業
見
込
日
数
）

4
7

日

転
倒

に
よ

る
怪

我
の

態
様

•
骨

折
（

約
7

0
％

）
•
打
撲

•
眼
球
破
裂

•
外
傷
性
気
胸

な
ど

転
倒

し
た

の
は

･･
･

転
倒
災
害
が
起
き
て
い
る
の
は

移
動

の
と

き
だ

け
で

は
あ

り
ま

せ
ん

転
び
の
予
防

体
力
チ
ェ
ッ
ク

ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

一
般

に
加

齢
と

と
も

に
身

体
機

能
が

低
下

し
、

転
倒

し
や

す
く

な
り

ま
す

→
「
転
び
の
予
防
体
力
チ
ェ
ッ
ク
」
「
ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

特
に

女
性

は
加

齢
と

と
も

に
骨

折
の

リ
ス

ク
も

著
し

く
増

大
し

ま
す

→
対
象
者
に
市
町
村
が
実
施
す
る
「
骨
粗
鬆
症
検
診
」
を
受
診
さ
せ
ま
し
ょ
う

現
役

の
方

で
も

、
た

っ
た

一
度

の
転

倒
で

寝
た

き
り

に
な

る
こ

と
も

→
「
た
っ
た
一
度
の
転
倒
で
寝
た
き
り
に
な
る
こ
と
も
。
転
倒
事
故
の
起
こ
り
や
す
い

箇
所
は
？
」
（
内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

（
★
）
に
つ
い
て
は
、
高
年
齢
労
働
者
の
転
倒
災
害
防
止
の
た
め
、
中
小
企
業
事
業
者
は

「
エ

イ
ジ

フ
レ

ン
ド

リ
ー

補
助

金
」
（
補
助
率
１
/２
、
上
限
1
0
0
万
円
）
を
利
用
で
き
ま
す

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

中
小
事
業
者
は
、
無
料
で
安
全
衛
生
の
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す

中
小
規
模
事
業
場

安
全
衛
生
サ
ポ
ー
ト
事
業

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金
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（1）令和7年  業務上疾病発生状況（確定値）

製
造

業
製

造
業

以
外

の
業

種

合 　 　 　 計

食 料 品 製 造 業

繊 維 工 業 ・ 繊

維 製 品 製 造 業

木 材 木 製 品 ・

家 具 装 備 品 製

造 業 　

パ ル プ 紙 ・ 紙

加 工 品 ・ 印 刷

製 本 業

化 学 工 業

窯 業 土 石 製 品

製 造 業

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金

属 製 造 業

金 属 製 品 製 造

業
一 般 ・ 電 気 ・

輸 送 用 機 械 器

具 等 製 造 業

電 気 ガ ス 水 道

業
そ の 他 の 製 造

業
小 　 　 　 計

鉱 業
建 設 業

貨 物 取 扱 業 ・

運 輸 交 通 業 　

農 林 ・ 水 産 業

商 業 ・ 金 融 広

告 業
保 健 衛 生 業

接 客 娯 楽 業

左 以 外 の 事 業

負
傷

に
起

因
す

る
疾

病
1

（
1）

1
（

1）
2

（
1）

4
（

3）
3

（
2）

11
（

8）
2

4
（

4）
4

（
4）

13
（

12
）

3
（

2）
3

（
2）

40
（

32
）

物 理 的 因 子 に よ る 疾 病

有
害

光
線

に
よ

る
疾

病
0

0

電
離

放
射

線
に

よ
る

疾
病

0
0

異
常

気
圧

下
に

よ
る

疾
病

0
0

異
常

温
度

条
件

に
よ

る
疾

病
1

1
1

2
5

5
1

1
2

1
4
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騒
音

に
よ

る
耳

の
疾

病
0

〈
0〉

0
〈

0〉

上
記

以
外

の
原

因
に

よ
る

疾
病

0
0

作 業 に 起 因 す る 疾 病

重
激

業
務

に
よ

る
運

動
器

疾
病

と
内

臓
脱

1
1

1

負
傷

に
よ

ら
な

い
業

務
上

の
腰

痛
2

2
1

3

振
動

障
害

0
〈

0〉
2

〈
2〉

2
〈

2〉

手
指

前
腕

の
障

害
及

び
頸

肩
腕

症
候

群
0

1
1

上
記

以
外

の
原

因
に

よ
る

疾
病

1
1

1

酸
素

欠
乏

症
0

0

化
学

物
質

等
に

よ
る

疾
病

（
が

ん
を

除
く

）
2

2
4

4

じ
ん

肺
症

及
び

じ
ん

肺
合

併
症

0
〈

0〉
1

〈
1〉

1
〈

1〉

病
原

体
に

よ
る

疾
病

0
9

9

が ん

電
離

放
射

線
に

よ
る

が
ん

0
〈

0〉
0

〈
0〉

化
学

物
質

に
よ

る
が

ん
0

〈
0〉

1
1

〈
0〉

上
記

以
外

の
原

因
に

よ
る

が
ん

0
〈

0〉
0

〈
0〉

そ
の

他
の

業
務

に
よ

る
こ

と
の

明
ら

か
な

疾
病

0
0

合
　

　
　

計
2

（
1）

〈
0〉

2
（

1）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

3
（

1）
〈

0〉

6
（

3）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

8
（

2）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

3
（

0）
〈

0〉

24
（

8）
〈

0〉

0
（

0）
〈

0〉

11
（

0）
〈

3〉

5
（

4）
〈

0〉

1
（

0）
〈

0〉

7
（

4）
〈

0〉

23
（

12
）

〈
0〉

4
（

2）
〈

0〉

7
（

2）
〈

0〉

82
（

32
）

〈
3〉

１
．

労
働

者
死

傷
病

報
告

よ
り

集
計

２
．

負
傷

に
起

因
す

る
傷

病
の

欄
の

う
ち

、（
　

）
は

腰
痛

で
内

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
．

振
動

障
害

及
び

じ
ん

肺
症

等
は

労
災

保
険

の
当

該
年

の
認

定
件

数
で

、
そ

の
う

ち
〈

　
〉

は
退

職
後

に
認

定
し

た
件

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
．

化
学

物
質

に
よ

る
疾

病
（

が
ん

を
除

く
）

の
う

ち
、

石
綿

に
つ

い
て

は
労

災
保

険
の

当
該

年
の

認
定

件
数

を
計

上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
．

そ
の

他
の

業
務

に
よ

る
こ

と
の

明
ら

か
な

疾
病

の
う

ち
、

精
神

障
害

、
脳

・
心

臓
疾

患
に

つ
い

て
は

労
災

保
険

の
当

該
年

の
認

定
件

数
を

計
上

 
 

６
．

○
印

内
は

、
死

亡
件

数
で

内
数
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0

50

100

150

200

250

（％）

（人）

血中脂質　 血圧　 血糖検査　

尿検査（糖） 有所見率　全国 有所見率　福井県

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7R6R5R4R3R20

10

20

30

40

50

60

70
62.9

53.2 53.6 53.8 54.1
55.5 56.6

58.5

63.9 63.5
59.5 60.8

59.4

58.7

60.160.1

58.558.5

61.461.4

58.958.9

60.860.8

59.459.4

61.161.1

57.757.757.557.5
59.759.7

40.3

1919

1414

2.92.9

40.5

20.120.1

14.214.2

3.03.0

39.5

19.319.3

15.315.3

3.23.2

32.2

15.015.0

11.311.3

3.33.3

30.4

16.016.0

12.112.1

2.72.7

30.3

17.117.1

11.211.2

3.03.0

33.9

16.816.8

12.212.2

3.03.0

32.4

16.016.0

11.911.9

3.23.2

31.7

16.416.4

11.411.4

3.23.2

30.6

17.017.0
13.213.2

3.43.4

29.6

16.716.7

12.912.9

3.53.5

28.7

18.418.4

12.612.6

3.63.6

953953

43

71

70

83

48

68
61 63 65

53
59 62

34

47

66 64 6161

9292

119119
125125

7878

4734

225225

8282

H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R 元 2 3 4 5 6 7
業務上疾病（合計） 43 71 70 83 68 48 61 63 65 34 53 59 62 47 66 64 61 78 92 125 953 225 119 82
負傷に起因する疾病 13 14 17 14 5 15 15 12 19 13 16 11 23 22 29 22 22 31 31 31 40 28 19 40

物理的因子による疾病 6 11 16 18 17 13 13 19 24 13 19 15 11 7 11 6 20 28 18 12 15 20 11 19
作業に起因する疾病 2 14 9 21 5 7 12 16 11 3 6 12 4 5 3 11 6 12 10 10 6 15 10 8

化学物質等による疾病（がんを除く） 4 17 5 18 26 5 7 6 3 2 1 8 3 9 3 3 4 2 3 2 2 4 5
じん肺症及びじん肺合併症 13 12 16 12 13 5 9 5 5 2 1 7 4 4 0 2 3 1 3 2 1 2 3 1
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（2）過去10 年間の一般健康診断の有所見率の推移（福井県）

（3）業務上疾病発生状況の推移（福井県）



（6）過去10 年間の職場における熱中症の発生件数（福井県）

（4）過去10 年間の脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償状況（福井県）

（5）過去10 年間の職場における腰痛の発生件数の推移（福井県）
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福井県における腰痛災害 ( 休業４日以上 ) 発生状況
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福井県における熱中症（休業４日以上）発生状況
〇印内は、死亡者数で内数
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各サイトのご紹介

●福井労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html　

●職場のあんぜんサイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/　

●SAFE コンソーシアムポータルサイト
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/　

●働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
https://kokoro.mhlw.go.jp/　

●治療と仕事の両立支援ナビ
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

●無災害記録
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/
002103571.pdf

●安全衛生優良企業公表制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000075611.html

福井労働局 労働基準部 健康安全課
　福井市春山 1-1-54　福井春山合同庁舎９階 ℡ 0776－22－2657
福井労働基準監督署
　福井市開発１丁目 121-５ ℡ 0776－54－6827 （安全衛生課）
武生労働基準監督署
　越前市中央１丁目６-４ ℡ 0778－23－1440
敦賀労働基準監督署
　敦賀市鉄輪町１丁目７-３　敦賀駅前合同庁舎２階 ℡ 0770－22－0745
大野労働基準監督署
　大野市弥生町１-31 ℡ 0779－66－3838


